
資料3　

箕面市 岸和田市

策定・改正 平成19年度策定、以降重点地区の追加、区域変更で改正 平成22年度策定 以降改正履歴無し

景観計画区域 箕面市全域 岸和田市全域

重点地区 指定あり ※新たに重点地区を指定するのはこれからできるまちのみ（既存不適格なし） 指定なし

景観計画における

屋外広告物

に関する記載

5.屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項 第5章 誘導基準

２．屋外広告物の表示及び掲出について

（１）基本事項

屋外広告物は景観の重要な要素であり、その表示・掲出については、景観形成の目標及び

方針に基づき、建築物や工作物の形態意匠に関する制限に併せて、景観形成に配慮する。

（２）屋外広告物の表示及び掲出

①市域全域

市域全域において、屋外広告物の形状や面積などについて配慮し、特に主要幹線道路沿道

における屋外広告物の掲出に際し、突出した形態・色彩の使用を避けることとする。

②特に重点的に景観形成を図る地区

重点地区においては、各地区の景観形成の方針に基づき、建築物とあわせて一体的に配慮

することとし、屋外広告物を通りに面して設置する場合は、設置方法、材料、形態、色彩

に留意し、周辺のまちなみと調和したものとする。

（定義）

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

三 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。

四 工作物 建築物以外のもので、規則で定めるものをいう。

五 広告物 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物及びこ

れに類するものとして規則で定めるものをいう。

（基準）

第九条 市⾧は、景観計画区域において、法第八条第二項第二号に規定する行為の制限に関する事項の

ほか、次に掲げる基準を定めることができる。

一 景観計画区域において、都市景観の形成に影響を与える規則で定める行為について都市景観の形成

を図るための基準(以下「景観形成誘導基準」という。)

（景観計画及び条例に基づく基準等の遵守）

第四十五条 その他の地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項又は第四十三条第二項若

しくは第三項の届出を要する行為をしようとする者は、それぞれ当該行為について景観計画又は景観形

成誘導基準に適合するようにしなければならない。ただし、市⾧が都市景観アドバイザーの意見を聴い

て都市景観の形成に資すると認めた場合又は市⾧が特別な理由があると認めた場合は、景観計画に定め

られた行為の制限及び景観形成誘導基準の適用の一部を除外することができる。

届出・協議（相談）

の対象（資料3-3）
建築物・工作物・広告物 建築物・工作物

条例 大阪府条例にて運用 大阪府条例にて運用

許可事務 池田市が行う（広域連携による） 岸和田市が行う

景観計画・景観条例に関する比較表
比較項目

景観計画

景観条例

景観条例における

屋外広告物

についての記載

（定義）

第２条 この条例において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

(２) 建築物等 建築物、建築物以外の工作物で規則で定めるもの並びに屋外広告物及びこ

れを掲出する物件をいう。

（景観計画への適合）

第11条 景観計画区域内において建築行為等又は公共施設の整備を行うものは、当該建築

行為等又は公共施設の整備が景観計画に適合するように努めなければならない。

（事前協議）

第16条 法第16条第１項若しくは第２項の規定による届出又は同条第５項の規定による通

知を行おうとする者は、あらかじめ当該届出又は通知の内容について、規則で定める書面

に省令第１条第２項各号に掲げる図書その他市⾧が必要と認める書類を添付して提出し、

規則で定めるところにより市⾧に協議を求めることができる。

屋外広告物
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その他、箕面市の意見等 看板事例

・屋外広告物の独自条例について、箕面市としては、現状である程度の誘導が図られているため、条例

策定について考えていない。条例をもつことで、行政処分になった場合に訴訟につながる事などもある

ことから、景観条例の中での行政指導という程度の中での誘導でよいのではないか。

・ひとつ例外として、「どうしてもここはこうしたい」という思いのある区域の規制として、箕面市に

止々呂美田園地区という昔の田園風景の町並み保全区域（条例で区域設定している地区）があるのです

が、そこだけは他と差別化するために、大阪府条例の施行規則において、非自家用の野立て看板を規制

し、大幅に減らすことができた。

・屋外広告物の申請代理者は、申請者に依頼されて申請に来ており、屋外広告物についての相談におい

て、代理者が申請者に規制を説明する上で、景観形成誘導基準のような基準書を提示することは重要。

・厳しくすることにより、協議の済んでいない、無許可の物件も実際はあり、厳しくしすぎることへの

問題点を他行政から指摘されることもある。

・表示面や看板数の削減や色彩の反転

 （au、ライフ、エネオス、ローソンなど）

看板事例

・色彩の変更                      改修による看板（商品名）削減と

 （タイムズ、来来亭、                    店舗名表示の縮小

    リサイクルショップなど）


